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【修士論文要旨】

戦国期今川氏の統治と政治思想
―「如律令」体制について―

森　　　弘　行＊

　本研究は『今川仮名目録』や法度、今川義元・氏真の印章から、今川氏における法治主義の特
質性を考察したものである。今川氏の領国支配に関しては、検地や家臣団など様々な面から研究
が進められてきた。これらの領国支配と『仮名目録』は深く関わっている。『仮名目録』は氏親
が死去する二ヶ月前に作成され、その後今川義元が『仮名目録追加』を定めた。しかし、領国支
配に関して、義元や氏真が発給した印判状に捺されている印章の種別から、その使い分けの考察
はなされてこなかったので、それを課題にすることとした。
　第一章では『仮名目録』と「如律令」の関連性について検討した。まず、先行研究から制定の
目的は、公平な判決を下すことができる裁判規範を整えるためであったことを確認した。また、『仮
名目録』による統治を念頭に置きつつも、若輩の氏輝が領国支配をするためのマニュアルとして
作成したという意図もあったことを述べた。
　次に氏親から義元期の朝廷・幕府との関係を「如律令」との関連性から考察した。氏親期の今
川家と幕府は贈答がなされ、氏親は将軍足利義稙を支援していたことから、両者の関係は希薄で
ないことを説いた。今川家と朝廷や公家との関係について、今川家が公家に和歌のことで師事を
したり、天皇から宸筆を下賜されたりと、両者は親密な交流があったことを確かめた。
　氏輝・寿桂尼期において、今川家と幕府との関係を示す史料は見出されなかったが、今川家で
は公家たちと歌会が行われていたことや、近衛家とも氏輝期から交流が見られるようになったこ
とを明らかにした。氏輝期には、氏親期よりも公家との付き合いが増えていたことから、今川家
は幕府よりも朝廷重視の姿勢に切り替わりつつあったことを説いた。
　義元期において、義元は氏親期と同様に幕府と贈答を交わし、友好的な関係を維持していたこ
とを確かめた。今川家と天皇・朝廷の関係について、義元は氏輝期に見られない内裏修理料の献
上をしたり、後奈良天皇の意を受けて大樹寺を保護したりするなど、朝廷との交流を重視してい
たことを説いた。
　次に、義元が実際に天文十四年に「如律令」印で発給した理由を考察した。「如律令」印の使用は、
古河公方を擁立していた北条氏に対して、今川氏はより高位の立場にある朝廷の威光を借り、古
河公方を擁立した北条よりも上位の立場にあることを示すために用いたと説いた。朝廷の文化や
知識が成熟していたと思われる駿河において、朝廷の律令制を背景とした執行命令としての「如
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律令」と今川氏が目指した分国法による統治を目指すという政治思想とを結びつけて、「如律令」
印を用いたと述べた。
　「如律令」体制は『仮名目録』やその他の法度による今川領国において法による統治を目指す
政治思想であり、それらに適合しにくい事態に対処する際、発給文書に「如律令」印を用いるこ
とで『仮名目録』を補完する体制であったことを論じた。
　第二章では、「如律令」印と「義元」印の使用の差異から「如律令」体制の成立過程について
検討した。義元発給の印判状を、禁制・法度類、諸役免除・安堵状・宛行状・特権付与、交通関連・
目録・絵図に分類し、節ごとに考察をおこなった。その結果、禁制や法度など『仮名目録』や法
度の内容を補完、改正した場合に、「如律令」印が使用されていたことを確かめた。また、基本
的には諸役免除や安堵状などは人格的支配を重視する内容であるため、「義元」印・花押が使用
されていたことを指摘した。なお、例外規定を執行する際にも、「如律令」印が使用されていた
ことを明らかにした。
　義元の発給した印判状から、「如律令」印と「義元」印の使用を考察したが、義元期では安堵・
諸役免除などに、人格的支配を重視するという意味合いが含まれており、その場合には個人印で
ある「義元」印が使用されていたこと、それ以外に『仮名目録』や法度を補完する場合には「如
律令」印が使用されていたことを明らかにした。また、安堵や特権付与に関する案件では「如律
令」印と「義元」印の使用に明確な使い分けはなかったことを指摘し、このことより義元が目指
した「如律令」体制は未成熟であったと評価した。
　第三章では、氏真発給の印判状から「氏真」印と「如律令」印の使用の差異を手がかりにして、
「如律令」体制の発展について、義元期と同じく印判状を分類し考察をおこなった。「如律令」印
の使用は、義元期の使用法に加え、効力の継続を示す案件にも使用されていた。加えて、氏真は「如
律令」印を安堵状や諸役免除などに使用したことから、義元期よりも用途を拡大させていたこと
を説いた。ただし、安堵や諸役免除を行う際、「如律令」印の使用が見られるが、「氏真」印も使
用しているという点や、『仮名目録』に反する不入権を付与している事例が確かめられる。これ
らのことから、氏真の代でも「如律令」体制の完全な実現はできなかったと評した。
　今川氏が目指した『仮名目録』による統治は、義元の代に「如律令」印を使用することから、
法による統治を徹底させようという意志が表れたとみられる。それは義元の代では完成できず、
氏真の代で個人的で人格的支配から法の規定による支配への発展がみられた。しかし、氏真も武
田氏や徳川氏により攻められ、弱体化し、ついに滅亡したため、『仮名目録』に基づいた徹底し
た法治主義に基づく「如律令」体制の完成はしなかったと評した。
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